
自 第 ３９ 号 

 

令和６年度蒜山エリアにおける国立公園満喫プロジェクト推進事業業務委託に係る 

参加者の有無を確認する公募手続に係る参加意思確認書の提出を求める公告 

      

 本業務については、蒜山エリアで観光ガイド、観光スタッフ等の育成等ができる者を

契約の相手方とする必要があるため、株式会社シーズ総合政策研究所を相手方とする随

意契約の手続を行う予定としていますが、他の者で下記２の資格を有し、本業務を希望

する者の有無を確認するとともに、契約の相手方を選択する目的で、参加意思のある者

からの提案書等の提出を募集します。 

 

  令和６年４月２２日 

 

                                         岡山県知事 伊原木 隆太 

 

１ 提案に付する事項 

 (１)業 務 名：令和６年度蒜山エリアにおける国立公園満喫プロジェクト推進事業 

 (２)業務期間：契約締結日から令和７年３月１４日まで 

 

２ 応募要件 

以下に掲げる事項を満たしていること。 

 (１) 岡山県役務の提供の契約に係る入札参加資格者名簿の業務種目「大分類９その

他、小分類４研修業務」に登載されている者であること。 

 (２) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に

該当する者でないこと。 

 (３) 岡山県役務の提供の契約に係る入札参加資格審査要領（平成１９年岡山県告示

第３３２号）に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。 

(４) 岡山県から役務の提供の契約に係る入札参加除外の措置を受けている者でない

こと。 

 (５) 岡山県建設工事等暴力団対策会議運営要領に基づく指名除外を受けている者で

ないこと。 

 (６) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがな

されている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開

始の申立てがなされている者（再生手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受

けている者を除く。）でないこと。 

 (７) 過去２年以内に、観光ガイド、観光スタッフ等の育成研修を実施した十分な実

績を有すること。 

 (８) 国立公園満喫プロジェクトの趣旨及び本県の取組内容を理解し、蒜山エリアを

管轄する真庭市や、一般社団法人真庭観光局と連携を取ることができる者である

こと。 

 

 

 



３ 契約条項を示す場所 

   〒７００－８５７０ 岡山市北区内山下二丁目４番６号 

    岡山県環境文化部自然環境課 

電話０８６－２２６－７３０９ ＦＡＸ０８６－２２４－７５７２ 

 

４ 業務委託参加手続等 

 (１)業務委託説明書、業務委託仕様書及び各種申請様式の配布期間及び場所 

①配布期間  令和６年４月２２日（月）から５月１６日（木）までの閉庁日を除

く日の午前９時から午後５時まで 

  ②配布場所  上記３の場所に同じ 

         なお、岡山県自然環境課ホームページ 

https://www.pref.okayama.jp/soshiki/31/ 

からダウンロードすることもできる。 

 (２)参加資格確認申請書の提出の期間、場所及び方法 

①提出期間  令和６年４月２２日（月）から５月１６日（木）までの閉庁日を除

く日の午前９時から午後５時まで 

  ②提出場所  上記３の場所に同じ 

  ③提出方法  持参又は郵送（書留郵便その他これに準じる方法によるものに限

る。） 

 (３)参加資格要件の審査及び通知 

   参加資格確認申請書を提出した者について、上記２の事項について審査し、不適

合と認められる者に対しては、その旨を通知する。この通知を受けた者は、この業

務委託に参加することができない。 

参加資格要件の審査及び不適合通知日 令和６年５月１７日（金） 

 

５ 提案書の審査等 

 (１)提案書等の提出方法 

①受付期間  令和６年４月２２日（月）から５月１７日（金）までの閉庁日を除

く日の午前９時から午後５時まで 

  ②提出場所  上記３の場所に同じ 

  ③提出方法  持参又は郵送（書留郵便その他これに準じる方法によるものに限

る。） 

 (２)審査方法 

岡山県環境文化部内に設置する審査会において、提案書の内容を別に定める審査

基準により審査し、契約の相手方を選定する。 

 (３)審査結果の通知方法 

審査後書面により通知する。 

 

６ その他 

  (１)契約保証金は、岡山県財務規則（昭和６１年３月２０日規則第８号）第１５３条

及び第１５５条の規定による。 

  (２)業務委託契約書の作成を要する。 

  (３)業務の詳細は業務委託説明書及び業務委託仕様書による。 



 (４)応募及び審査に係る一切の費用は、応募者の負担とする。 

 (５)提出された書類は返却しない。 

 (６)情報を入手するための照会窓口は、３に同じ。 


